
抱えていた課題

　これまで利府町は、上下水道施設の維持管理、保全管理業務を職員自らが行ってお
り、夜間休日の一部業務のみを民間委託していましたが、水道料金窓口、メーター検針
業務、開閉栓業務などサービス系業務については既に包括的委託に取り組んでいまし
た。
　一方で、将来的な職員数減少に伴う人材確保や技術継承、老朽化が進む既存施設の維
持管理・更新の最適化、そして事業経営の健全性維持に向けた業務効率化などが喫緊の
課題として顕在化していました。
　そのような課題認識を持ちながらも、厳しい予算制限のため、IT技術などの積極的な
導入が難しく、これまで培ってきた経験、知識、技術、ノウハウなどのデータベース化
や体系的整理、それらを活用した業務の効率化に苦労している状況でした。
　こういった状況を可能な限り早急に改善して課題解決することを目標に、さらなる官
民連携の推進に取り組むことになりました。
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取組概要

　課題解決に向けては、上下水道事業を将来にわたって安定的に継続させ、町民への上
下水道サービスの維持向上させることを大前提とし、公共性を担保したまま民間の創意
工夫を活用できる手法について議論を進めていたところ、政府よりＰＰＰ/ＰＦＩ推進
アクションプラン（令和5年改定版）が示され、内部で検討を重ねた結果、本町が抱え
る課題と現状を踏まえた事業スキームとして、「管理・更新一体マネジメント方式」
（レベル3.5）の更新支援型が最適解であるとの結論に至り、速やかにウォーターＰＰ
Ｐ事業の実現に向けた取組みに着手しました。
　包括的民間委託の対象範囲は、本町の職員が行うコア業務や更新工事を除く、水道事
業、下水道事業の全般で、運転管理業務、保全管理業務、料金徴収・窓口業務、コンサ
ルタント業務を包括的に委託することとしました。上下水道事業一体として事業規模を
確保することやサービス系業務も含めることで効果の最大化を目指しています。
　事業者選定にあたっては、高度な技術と優れた知識に基づく創意工夫の活用を図るた
め、公募型プロポザールを実施し、業務を担うＳＰＣの設立を条件として、経営方針や
業務の履行方法に関する提案のほか、プロフィットシェアの方法などについて提案を求
めました。
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取組による効果

※取組を実施するに
あたり工夫した点な
どを踏まえて記入く

ださい。

ウォーターＰＰＰは、①長期契約（原則10年）、②性能発注、③維持管理と更新の一
体マネジメント、④プロフィットシェアが要件となっています。この中で、特に本町が
着目したのが性能発注についてです。これまでも、包括的民間委託や運営権事業などＰ
ＰＰの事例は多くありましたが、それらを参考にしつつ、官民の最適なリスク分担と効
率的、効果的な業務の履行を担保するための性能発注の検討に重点を置きました。しか
し、検討に入ったところ、施設の健全度の把握、特に地下埋設されている管路施設の現
状把握が大きな課題となりました。他事業体の事例でも、管路情報の提示と官民のリス
ク分担が課題となり、多くの業務で管路の維持管理が除外されていました。

そこで本町では、委託期間をとおしてＳＰＣが自ら管理、収集する維持管理情報をも
とに、設備修繕などの維持管理計画や更新計画を総合的に提案し、実行していく管理・
更新一体マネジメント方式の実効性確保に注力しました。そのひとつが、10年の基本契
約と事業年度ごとに実施契約を締結する契約スキームです。
　ＳＰＣが、蓄積する維持管理情報もとに最適な維持管理計画と更新計画を立案し、本
町の確認、承認を経て年間履行計画に反映させること、また、最新の市場動向に基づく
コスト情報が考慮されるよう事業計画を毎年ローリングして最適化することで、契約期
間中の条件変化に柔軟に対応でき、官民双方のリスク分担を最適化する仕組みができま
した。
　また、性能発注における業務水準確保のため、継続的な評価、改善活動を実施できる
よう、官民連携によるモニタリング体制の構築に取り組みました。ＳＰＣによるセルフ
モニタリング、町によるモニタリングのほか、ＳＰＣ出資企業によるモニタリングや有
識者による第三者モニタリングを行う事で、多角的な視点、俯瞰的な視点を取り込んだ
モニタリングとし、継続的な事業最適化に取り組んでいきます。

PRポイント

※当てはまる項目に
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［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
　本町の上下水道部も他部署と同様に、3年前後で職員が部署異動となるため、熟練技
術者から若手技術者への計画的な技術継承が課題となっていました。
　今回のウォーターＰＰＰでは、町が行うモニタリングを通して、職員の技術力維持、
技術継承に取り組みますが、ＳＰＣが導入した台帳システムや維持管理ツールなどを職
員も利用することで、効率的かつ効果的な技術継承が期待できます。
　また、若手職員を中心とした定期的な官民連携ワーキングの実施により、最新の民間
技術・ノウハウを習得できる機会も設けています。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
　中小事業体においては、既存設備の劣化度の把握、健全度の評価が十分ではなく、中
長期にわたる更新・修繕計画が具体的に整理できていないことが想定されます。その場
合、ウォーターＰＰＰの実施までに行う諸々の調査、計画に時間を要することになりま
すが、本町の取組みのように、性能発注の明確化による管理・更新一体マネジメント方
式の実効性確保や条件変更に対して柔軟に対応可能な契約スキームを採用することで、
民間事業者が参画しやすい事業の枠組み作りが可能で、早期にウォーターＰＰＰを実施
することが期待できます。

［特にPRしたいポイント]
　公募時の要求水準書で、契約期間の10年間の官民連携の進め方として、3つのフェー
ズを定義することで段階的な目標を明示しました。これは町独自に設定したもので、町
が保有する財産や培ってきたノウハウを包括委託に引き継ぎながら、効率的かつ効果的
に民間ノウハウを導入していくことを目的としています。まずは、これまで町が実施し
てきたすべての業務の見える化や、設備管理台帳のデータベース化などを“フェーズ
１”の2年間で行い、次の3年間では業務の最適化や効率化に向けた民間技術・ノウハウ
の積極的な導入を行います。残る5年間はそれらの技術・ノウハウの検証や技術継承に
むけた仕組みの確立、そして次期計画に向けた検討を行うものです。官民連携の進め
方、スケジュールを設定してフェーズで区切ることで、官民双方で認識を共有化し、よ
りスムースに協働できるようにすることで、官民連携のシナジー効果を最大化し、業務
品質の向上と確実な技術継承を実現できるよう工夫した取組みになります。
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